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新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の解除に伴う 

障害福祉サービス事業所等における対応について（依頼） 

 

 日頃は、本市の障害福祉行政の推進にご理解、ご協力をいただき、厚く御礼申

し上げます。 

各事業所におかれましては、令和２年４月１０日付本市通知「新型コロナウイ

ルス感染症対策愛知県緊急事態宣言に基づく障害福祉サービス事業所等の対応

について（依頼）」により緊急事態宣言下の事業継続にご尽力いただいたところ

でございますが、政府の愛知県に対する緊急事態宣言については、令和２年５月

１４日に解除され、愛知県独自の緊急事態宣言についても５月２６日に解除と

なりました。 

障害福祉サービスについては障害のある方にとって欠くことのできないもの

であり、感染防止対策を講じた上で、必要とされるサービスの提供を継続するこ

とが重要となります。 

つきましては、貴事業所におかれましても、下記事項に留意の上、適切な対応

をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 基本的事項 

各事業所におかれましては、令和２年４月７日付厚生労働省健康局結核感

染症課等連名事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意

点について（その２）」等を基に、引き続き感染防止に向けた取組等を行っ

た上での事業実施をお願いいたします。なお、ウェルネットなごやにも新型

コロナウイルス感染症拡大防止に関する事項等を取りまとめておりますの

でご参照ください。（http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/ 

docs_jigyosya/2020020300025/） 

 

２ 自主的な休業等の取扱いについて 

現在、自主的な休業及び居宅でのできる限りの支援（以下「休業等」とい

う。）を行っている事業所におかれましては、利用者へのサービス提供の継



続性の観点から、本市へ報告いただいた休業等の期間までに、順次事業所で

の支援を再開いただきますようお願いいたします。 

 

３ 人員基準等の臨時的な取扱いについて 

令和２年５月１８日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉 

課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の

人員基準等の臨時的な取扱いについて（第６報）」及び「新型コロナウイル

ス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

について(第６報)(R2.5.18)別添に係る名古屋市ＱＡ（第４版）」の取扱いに

ついては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、随時更新を行いなが

ら当面の間継続する見込みです。取扱いが変更される場合はウェルネットな

ごやに掲載いたしますので、引き続きご確認いただきますようお願いいたし

ます。 
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